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本研究は,良 好な住環境を確保するためのコン トロール手法について明 らかにすることを目的 として,特 に,白 地地域,

都市計画区域外を持っ自治体の景観 コン トロールの在 り方 と規制手段,英 国の景観規制方法との比較を通して今後の 日本

の景観コン トロールを考 えている。 日英の比較分析を通 して,明 確 な都市 ビジョンの構築の必要性,そ の上で,景 観コン

トロールを行 う上で,色 彩,形 態等を導くためのガイ ドラインづ くり,特 に,日 本では,都 市計画規制が英国に比較して

弱いことから,ま ちづくり条例での罰則規定等の,景 観コン トロールを担保するための仕組みが必要なことを提言 した。
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        This paper deals with the design control for better townscape making in Japan and UK, and attempts to clarify how 
planning ordinances can control new developments. From the comparative analysis between Japan and UK, the problems of our 
planning system are summarised as follows; 1) great number of vision-less areas are existed; 2) weak planning control and 3) limited 
number of penal regulations in the planning ordinances. Therefore, vision making, cooperation with citizens is highly important, and 

 should establish development guideline including colour, shape and volume regulations.

1.は じめに

1990年 代か ら住民参加の方法によって都市計画の仕

組みづ くりを行 うことが多 くな り,市 民はそれぞれの街

の将来像 と,実 現ためのルールづ くりを考えるようにな

ってきた。実際,1992年 の都市計画法の改正によって

誕生 した都市計画マスタープランの策定では,多 くの自

治体がワー クシ ョップ等の住 民参加の方法 を採 り入れ,

市民 と共 に住宅まちづ くりを考 えてきている文1)2)。都

市計画マスタープランでは,街 の将来像の共通イメージ

を持ち,そ れに向けた整備の方向性 を構築 していること

が必要 となるが,そ のための手法 として地区計画が想定

されているものの,と りわけ密集市街地等では,最 低敷

地規模等の用件を規定することで,住 環=境の改善を目指

す場合がほとんどであ り,ま た,実 現への合意形成,手

続き等の問題か ら早急な実現にはつながっていない文3)。

また,景 観 ま ちづ く りとい う観 点では,景 観 まちづ

くり条例 により一定程度の枠組みを提示することが可能

となってい る。景観 まちづ くりとい う言葉が聞かれるよ

うになるのは,1970年 代に入ってか らのことであるが,

当初 は伝建地区等の保全 ・整備 を目的 とした歴史的街並

み維持を 目的として,建 物の形態,色 彩に至るまで詳細

な計画コン トロールが作成 されている。近年になって,

一般市街地の街並み景観を対象 とした条例 もみ られるよ

うになった文4)。その内容 は建物の形態コン トU一 ルが

主流であ り,色 彩にまで踏み込んだ詳細なコン トロール

を定めるケースは限られている。また一方で,市 街地の

イメージが見えにくい,い わゆる白地地域,都 市計画区

域外では,開発規制 と景観誘導は密接に結びついており,

こうした地域で良好な田園景観を維持 ・形成 していくか

は,大 きな課題 として残 されている。翻って諸外国の景

観規制 を見れば,開 発 コン トロールが詳細に位置づけら

れているとい う我が国との大きな差がある文5)。

そ こで,本 研究は景観 まちづ くり,形 態 ・色彩の規制

方法について詳細に調査することで,良 好な住環境を確
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保するための,住 宅まちづく りにおける住環境確保 のた

めのコン トロール手法 について明らかにす るこ とを目的

とする。具体的には特 に白地地域,都 市計画区域外を持

っ 自治体での景観 コン トロール手法に着 目し,地 区イメ

ージの位置づ けとその実現方法 ,規 制手段 を明 らかにす

ること,英 国の景観規制方法 と比較することで,今 後の

我が国の景観規制のあ り方 について考 えるものである。

本研究の構成は以下の通 りである。 まず,景 観条例の

全体像を把握す る,次 に,白 地地域 ・都市計画区域外を

持っ自治体の開発 コン トロール と景観規制の状況 につい

て明 らかにした上で,日 本の先進事例の分析 を行 う。 さ

らに,英 国の景観規制方法について明 らかにし,両 国の

比較検討を行い,景 観コン トロールの在 り方 について議

論する。

景観条例を持つ市町村 においても,本 来であれば開発 を

抑制すべき地域で,多 くの開発が行われていること,そ

れが市街化 のスプロール と理解できる住宅が最 も多いこ

とがわかる。ただ し,公 共 ・公益施設 も市街化調整区域

に比較的多 く開発 されていることが明 らかとなった。 こ

れは用途地域 内に立地 していた公共公益施設が,施 設床

や駐車場面積 の確保を 目的としてよ りまとまった敷地が

確保 できる郊外部へ流出 した ことが原因 と理解できる文

7)
。

2.日 本の景観 コン トロールの実際

2.1,日 本における景観条例の現状

日本の景観の維持や形成 を目的 とした条例の内容は,

自治体によって異なるが,都 市景観 を対象 とす る場合,

大規模建築物への規制と景観形成地区が直接景観誘導に

関わる。景観形成地区の指定は,1989年 以降急増 した。

景観 に関す る施策メニューを概観 してみる と,そ の多 く

は,既 成市街地 を対象 としている。

既成市街地における景観施策については様々な分析が

なされている。一方,既 成市街地以外での景観誘導は,

開発行為の規制 ・コン トロール と密接 に結びついてお り,

いわゆる白地地域,都 市計画 区域外での開発抑制 ・土地

利用規制 と合わせて議論 してい く必要がある。バブル期

以降,郊 外における大規模開発事業は沈静化 した ものの,

スプロール 開発 はいまだ続いていることが予想 され,良

好な田園景観 を維持 ・形成 してい くかが重要な課題 とな

っている。

次に,こ うした開発 の立地場所をアンケー ト調査 に見

ると(表2-2),白 地地域では,① 平坦な農用地か らの

転用(51市 町村),② 広幅員道路沿い(33市 町村),既

成市街地に隣接 した地域(33市 町村)が 多 く,農 地か

らの転用による新たな開発事例が最 も多いことがわかる。

実際,国 土交通省 によれば,2000年 の 白地地域,都 市

2,2都 市計画区域外 ・白地地域における開発の現状

景観条例を持つ自治体区域における都市計画区域外 と

白地地域の開発の状況 を明 らかにするために,都 市計画

区域外も しくは白地地域を含む市町村で,か つ景観条例

を策定 した全国255市 町村に対 してアンケー ト調査 を実

施 した(2002年4月15日 ～26日,郵 送配布,郵 送回収。

回収率47%)。

1)都 市計画区域外 ・白地地域の開発実態

都市計画区域外や 白地地域では,形 態制限が緩い こと,

開発許 可申請が大規模 開発 にのみ必要文6)となることか

ら,こ れまで多くの開発が行われてきている。 まず,用

途地域の外側で,ど のよ うな開発が多く行われているの

か,ア ンケー ト調査 より,明 らかにしたものが表2-1で

ある。 これ よ り,景 観コン トロールを主 目的 としている

計画区域外 の農 地の転用は27,270haで あり,転 用割合

は2001年 の55%で あるものの依然大きな割合 を占めて

いる文8)。一方,都 市計画区域外では,「 ほ とんど開発が

ない」 とする 自治体が多い ものの,農 地(24市 町村),

林地(28市 町村)で の開発が多く,用 途転i換による開

発は,白 地 ・都市計画区域外においても同様な傾 向とし

て見 られ る。

つま り,都 市計画区域外,白 地地域では,市 街地像が

明確にされていない,従 来開発が存在 しなかった農地か

らの転用 による開発が多いことがわかる。

2)開 発コン トロールの実際

次に,白 地地域 ・都市計画区域外の開発 コン トロール

に着 目す る。2000年 の都市計画法の改正に伴い,白 地

地域における建坪率,容 積率の設定,特 定用途制限,都



市計画 区域外にお ける準都市計画区域,開 発許可制度の

導入により開発 コン トロール が可能 となってきた。 しか

しなが ら,そ れまでは開発 コン トロール 自体は,要 綱や

自主条例を制定 し,開 発許可制度をは じめ とする開発基

準の上乗せや横だ しによって行ってきたのが通例である。

こ うした市町村独 自の開発 コン トロールがこれ らの地域

で行われてい るのかを見ると,都 市計画区域外で開発コ

ン トロールを行 っているのが39市 町村(65%),市 街化

調整 区域,白 地地域で行 ってい るところは36市 町村

(36%)で あった。

以上のことから考 えれば,基 本的には一定程度の開発

コン トロール を行 える都市計画区域内よりも,開 発圧力

の高ま りともに都市計画区域外での開発コン トロールの

必要性が相対的に高まってきたといえる。

3)準 都市計画区域 による開発 コン トロールの必要性

開発規制 を一定程度行 っていなが らも,都 市計画区域

外,白 地地域での農地か らの用途転換は大 きい。そこで,

都市計画法改正により創設 された準都市計画区域の指定

の方針 を見ると,都 市計画区域外 を持っ82市 町村の う

ち90%は 準都 市計画 区域 の指定 を行 うか ど うか 「わか

らない」 と回答 してお り,必 ず しも多 くの自治体が関心

を持っているわけではないことが明 らか となった。 これ

は,開 発規制を行い,望 ま しい市街地 コン トロールを行

う方針 にある景観条例を持つ市町村においても,① 準都

市計画 区域の効果が不確定であること,② 業務 を担当す

る職員が小都市である程限 られ るため,困 難であること,

③開発圧力 自体 が低下 している現在,準 都市計画区域の

指定を積極的に行 う必要性の低いことが理由に考えられ

る。区域区分は基本的ツール として開発規制の土台 とな

るもので,景 観誘 導を考える上でも非常に重要だが,現

段階では新 しい都市計画ツールの利用に慎重 な姿勢が う

かがえる。

2.3景 観条例の実態把握

1)景 観条例の策定 目的による分類

まず,条 例 の目的によって,そ の景観 コン トロールに

どのような違いがあるのかを把握す る。条例制定の 目的

として,「 良好な自然景観の保全」を挙げた市町村が77%

と最 も多い。次いで 「歴史的資産の維持」が58%に 上

り,「新規開発 に対する景観誘導」が38%を 占める。 ま

た,「 観光地の維持,形 成」を挙げた市町村が33%あ り,

良好な景観づ くりを行 うことで観光地 としての魅力向上,

産業振興を狙 う市町村 も少なからずあることに注 目した

い。

次に,ア ンケ・・一・`トにおいて景観条例策定の目的11カ

テ ゴリの回答(複 数選択)が あった92サ ンプルについ

て,数 量化理論第皿類分析 よりタイプ分類 を行った。カ

テ ゴ リの 付 置 状 況 か ら,第1軸 は 「維 持 一形 成 」,第3

軸 は 「新 規 開 発 一 歴 史 的 」 と解 釈 す る こ とが で き る。 ま

た,数 量 化 皿 類 分 析 で 算 出 した サ ンプ ル ス コ ア に対 して

ク ラ ス タ ー 分 析(ウ ォ ー ド法)を 施 す と3タ イ プ に 分 類

され,「1農 林 地 保 全 型 」,「2.既 存 環 境 ・資 源 保 存 型 」,

「3.新規 景 観 誘 導 型 」 と し た(図2-1)。 そ れ ぞ れ の タ

イ プ に属 す る サ ン プ ル 数 は32,22,38と な っ た。

2)条 例の 目的別にみ る規制の有無

まず,白 地地域,都 市計画区域外における景観条例の

具体的規制実態を明 らかにす る。表2-3よ り,条 例にお

いて具体的な規制にまで踏み込んでいるのは半数であ り,

条例 の目的タイプ別 には大きな差は見 られない ことがわ

かる。規制項 目としては,色 彩(38%),屋 外広告物(34%),

土地形質(24%),高 さ(22%)等 が白地地域,都 市計画

区域外で多く規制 されている。表2-1か らも分かるよう

にこうした地域では幹線道路沿いの商業小売店舗の開発

が多 く,全 国チェー ンの店舗等の場合,外 壁色彩や屋外

広告物の内容が企業色で施工 され るため景観誘導につい

て間題 となっているが,こ れ らに対処 しようとした結果

であると分かる。

3)条 例の 目的別にみる開発 コン トロール上の問題点

景観誘導のための開発規制 を行 う上で,ど の ような問



題 があるか,条 例 目的タイプ毎にま とめたものが表2-4

である。 タイプにかかわ らず景観条例 に法的強制力 を持

たせることが難 しいことが最大の問題点 として挙げられ

ている。つま り,条 例において具体的規制 を設 けても,

罰則規定がないため実効力のある指導ができないのであ

る。条例規定に強制力を持たす ことができない理由とし

て,① 共有できる明確な地域イメージがないため,明 確

な基準 を設けることができない。②予算 の不足。(事 業

者 に金銭的負担を強いる場合 の補助金等)③ 土地利用規

制の場合,財 産権への抵触。 などが考 えられる。それ以

外の問題点 としては,「 市民の協力が得 られない」(全 体

31%),「 明確な市街地像がない」(全 体19%)が 挙げ ら

れている。

これ らの問題点相互の関係構造を考 えると,条 例に強

制力を持たせ ることができないのは,景 観行政 に対する

住民の支持を得 られていないことに起因す るだろう。さ

らに,住 民間のコンセンサス形成 には共有できる地域 ビ

ジ ョンが必要であ り,つ ま り,「明確 な市街地像がない」

ことが 「市民の強力」,「条例の強制力」を持てない要因

である といえるだろう。条例 による実効的な景観コン ト

ロール を行 うためには,い かに地区イメー ジを共有でき

るよ うに位置付けていくがが重要であると考 えられ る。

4)地 域特性による分類

行政 区域 の一部 に都市計画 区域外又は市街化調整区域

を持つ市町村 といっても,そ の市街化の進展具合は大き

なば らっきがあり,ま た景観 コン トロールの施策展開も

その市町村 の地域特性に大きく依存す ることが予想 され

る。そこで,こ こでは地域特性に応 じて景観 コン トロー

ルにいかなる相違があるのか把握する。

そのために地域特性 を示す12指 標注1に よって主成分分

析 を行い,ア ンケー トに回答のあった100市 町村を分類

した。主成分分析の結果,第 一主成分は 「自然一都市」

とい う市街化の進展度合い,第 二主成分は 「農一工」 と

い う産業の発達度合いと解釈できた。(表2-5)

それぞれ の因子負荷量 にクラス ター分析(ウ ォー ド

法)を 施 す と4つ に 分 類 され,そ れ ぞ れ 「1.観 光 地 型 」,

「H.山 村 型 」,「皿.農 村 型 」,「IV.都 市 型 」 とす る。

そ れ ぞ れ の サ ン プ ル 数 は,21,37,18,24で あ り,そ

の 特 徴 を表2-6に 記 す 。 以 下,こ の 分 類 を 元 に ア ン ケ ー

トの 分 析 を 進 め て い く。

5)地 域特性 と条例 目的

地域 タイ プ毎に条例の制定 目的を見ると(図2-2),

rlV.都市型」や 「1.観光地型」 とい った市街化 のある

程度進展 してい る地域ほど,農 林地の保護を目的 とした

景観条例 が多 く策定 されている。市街地の拡大とともに

自然環境 の重要性 が強く認識 されたことの現れだ と考え

られ る。また逆 に 「II.山村型」,「皿農 村型」といった



田園地域は,現 状の豊かな生活環境 の維持,新 規開発圧

力に対応するための条例が多いことがわかる。 また全体

的に 「3.新規景観誘導型」が多いのは,白 地地域 ・都 市

計画区域外を持っ地域 において維持 してい くべき明確な

市街地 目標 が存在 しない ことが影響 していると考え られ

る。

6)経 験誘導のための開発規制への意識

表2-7は,景 観誘 導のために白地地域,都 市計画区域

外において開発規制を強いることに対する市町村の意見

を地域 タイプ毎にま とめたものである。全体でみると,

約半数の市町村(47%)が 開発規制に対 して積極的な姿勢

を示 してお り,景 観への意識 の高まりが うかがえる。

特に,4つ の地域 タイプの中でも,最 も市街化が進展 し

ていない 「II.山村型」の市町村 において開発規制 の必

要性 が強 く認識 され てい る。 「ll.山村型」にあたる37

市町村 の うち,新 規開発はほとんどないと回答 したのは

村が他のタイプに比べて多くなっていることが分かる。

こ うした農山村地域で地区イメージを位置付 けられない

理 由として,「 明確 な市街地像がない」(59%),「 市民の

関心が低 い」(33%)が 挙げ られている。 ここでも,農

山村地域で市街地像を描きに くい実情が浮き彫 りとなっ

た。 しか しアンケー トの中か ら 「他の上位計画の地区イ

メージに適合 させた」(3市 町村)と い うケースも見受

けられた。そこで景観条例 と他の計画 との地区イメージ

における関連性についてみると,地 区イメージに関して

景観条例 と最も関連性が深い と回答 されたのは,総 合計

画(48%)で ある。これは全行政区域の上位計画 として

10～20年 の長期的 目標 を定めるとい う,こ の計画の性

質か らして も関係性が高いと見ることができよ う。

次に,市 町村マスタープラン(35%)で あ り,こ れは

近年,都 市計画区域 を越えたまちづくりや市街地像の構

築をマスタープランのなかで位置付 けていく自治体が増

加傾向にあることに反映 している注2)。本アンケー ト調

査の回答においても,今後都市計画 区域の外側 も含めて,

全域の将来像を描 く方針にある市町村が31な のに対 し,

今後 とも都市計画 区域内に限定する方針の市町村は20

にとどまる。市町村マスタープランにおいて都市計画区

域外の将来像を市民参加のもとで定めることができ,そ

れに基づいて地区の景観イメージを条例で位置付けるこ

とができるような法 システムは,ビ ジョンの共有化,計

画相互の機能 ・役割分担の観点か ら望ましい といえる。

そこで,現 在の計画体系の中で,地 区イメージはいかに

位置付けられ,他 の計画 との共有化 されているかみる。

3市 町村 にとどま り,以 前まで艮好な自然環境が保持 さ

れていた地域であれ ばあるほ ど,景 観保護 ・開発規制 と

い う強い危機感のもとにあることが明 らかとなった。

7)地 域特性 と地区イメージ

先 に述べたよ うに,条 例で開発規制をして景観誘導す

るにはまず住民全体で共有できる地区イメー ジを明示す

ることが重要であると考えられ る。地域特性 タイプ と条

例における地区イメージの有無 をアンケー ト結果か らま

とめた ものが表2-8で ある。

全体では,白 地地域,都 市計画区域外であっても何 ら

かの地区イメージを定めている市町村が7割 以上をしめ

ている。しか し,地 域タイプ別 に見ると,「II.山村型」,

「田農 村型」で地 区イ メー ジを位置付けていない市町

(表2-9)最 も多いパターンは総合計画や市町村マスタ

ープランにある市街地像に適合す る形で定め られ るケー

スである。(29市 町村)し かしながら,他 の計画 と関連

付けるか否 かを抜きにして考えると,景 観条例で独 自に

地区イメージを定めるケース もほぼ同数あることが明 ら

かとなった。(25市 町村)都 市計画区域の外側の市街地

像について どの計画で描 くのか定かではない現状では,

現場 レベルで個別の計画が定め られ,そ れを束ねる形で

総合的 ・広域的なビジョンが定められるとい うケースも

少なか らずあることが明らか となった。



2.4地 区イメージを位置付けるための手法

これ までの景観条例の実態把握を踏まえて,い かに条

例の中で地区イメージを位置付 け,コ ン トロール してい

くか,そ の方法論に触れる。先の観光地型,都 市型,山

村型,農 村型 の区分に従い,地 区ビジョンを描 くための

手法 と実現のためのコン トロール手法について明 らかに

したい。表2-10は,区 分別に該当する市町村の条例に,

地区 ビジ ョンの提示方法を示 したものである。

1)地 区区分のあ り方

まず,地 域特性 を提示す る方法 として,い かに地区区

分 を行 っているかがあげ られ る。ここで取 り上げた5っ

の条例では,松 尾村を除 く4都 市小樽市,有 田町,米 子

市,都 城市カミ都市計画区域を持ってお り,こ れ らの 自治

体では行政区域全体を数ブロックに分割 して地区特性 を

描いてい る。 こ うしたことか ら考えれば,全 域都市計画

区域外の小都市では,市 街地イメージが見えにくいため,

地区イ メージが明確なところに対 してのみ市街地イメー

ジを位置付 け,景 観コン トロール を行っていることが考

えられ る。 さらに,区 域の分割方法は,地 形,地 区の性

格 を用い るものが多いことが明らかとなった。

2)地 区 ビジョンを描 くための手法

次に,地 区ビジ ョンを描 くための方法は,① 地区のイ

メージを他 地区との相違 とい う観点で指標化,相 対化 し

て示す方法 と,② 地区の特徴 ・固有性を文章で表現する

方法の2種 類が見 られた。前者は小樽市でのみ見 られた

もので,地 域景観,都 市構造の概念図,拠 点景観の3パ

ターンで,各 要素が地区にとってどれだけ特徴があるか

を同 じ要素 を用いて示 してい る。指標の度合いは,あ く

までも行政 による主観が大きいものの,具 体化するため

にも,写 真等を用いて客観的に示す試みを行っている。

後者の文章による表現は,全 ての 自治体で用い られてお

り,地 区の特徴 を文章で表現 している。地 区の特徴 自体

は,特 定の建築物,自 然環境 の状況を用い ることで,地

区のイメージを表現 していた。

こ うしたことか ら考えれば,特 定地区の地区イメージ

を明確 にす るためには,他 地 区との比較 という方法を用

いることが望ましいものの,そ れ をいかに客観化するか

が難 しいため,必 ず しも多 くの 自治体で用いられている

訳ではない と想定できる。実際,小 樽は海に面 して細長

く広がる自治体であ り,地 理的特徴 が地区イメージに大

きく影響 しているため,地 区イメージを相対化 しやすか

ったことが理 由に考え られる。 さらに,イ メージを明確

化するために,写 真,図 を利 用す るケースの多いこと,

地図で特に重点的に整備すべき ところ,市 街地イメージ

を示すなどの方法が採 られていた。

3)コ ン トロ・一ルの方法

市街地 ビジョンが明確 になった ところで,そ の実現方

法 として,い かなる規制手段 が位置付 けられているのだ

ろうか。 これ も,① 文章によるコン トロールの説明,②

具体的な規制内容 の提示,の2種 類が存在 した。前者は,

文章 目標にすぎないため,た とえば 「威圧感のない開発」

「地域 と調和 した開発」 とい った抽象的な表現で指導 さ

れている。 これ らは全ての市町村で用いられている手法

であるが,計 画者各 自が,こ の言葉の意味をいかに捉え

るかがこの基準か らは明らかではない。後者は,色 彩,

建築材料,植 栽の種類,建 物の高 さな どを明確に指定す

ることで,ビ ジョンの実現化を図るもの と理解できよ う。

景観はその理想 とするものが個人によって大きく異なる

ものであ り,い ずれの手法にせ よ,目 指す地区イメージ

を的確に伝えることが非常に重要である。

そのためには,地域の コンテクス トに適応 した地域区分,



その地域が他に比べて どのよ うな特色を持っているか,

相対的に差別化 し目標 を定めること,そ してコン トロー

ル手法 について分か りやす く適切な表現方法が とられる

べきであろ う。

2.5小 樽市にみる景観 コン トロールの実際

ここでは,前 節で取 り上 げた小樽市の計画を例に,景

観 コン トロール における,形 態 ・色彩の具体的な規制の

現状を明 らかにする。

1)小樽市の地区景観形成基準

小樽市の景観に対する取 り組みは1979年 以降であ り,

現在 の 「小樽の歴史 と自然 を生か したまちづ くり景観条

例」文11)は,1992年 に制定 された。市内8箇 所を特別景

観形成地区に制定 し,地 区別 にデザインの方向性 が示さ

れ,景 観形成における地区イメージの統一化が図 られて

いる。

地区景観形成基準に制定 されている8地 区とは,① 入

船七叉路地区,② 堺町本通地区,③ 色内大通 ・緑 山手通

地区,④ 小樽運河周辺地 区,⑤ 色内本通地区,⑥ 旧日本

郵船(株)小 樽支店地区,⑦ 小樽築港地区,⑧ 小樽駅前

及び 中央通地区である。地区ごとに,地 区景観形成計画

と地区景観 形成基準が定め られて,写 真,図 を多数利用

して,地 区景観形成基準を解説 している。

景観形成基準は,⑧ 小樽駅前及び中央通地区以外の7

地区では同 じ構成であ り,工 作物な ど,広 告物,敷 地,

樹木,建 築物(最 高の高 さ,屋 根,軒,外 壁,建 築設備

な ど)に ついて,記 載 されている。建築物については,

地区ごとにファサー ド立面図 を用いて,記 載項 目の詳細

が述べ られ ている。建築物の形態については,最 高の高

さ,軒 の高 さ,屋 根の形態が具体的な数値等で述べ られ

ているのに対 し,外 壁の仕様は,周 辺の歴史的建造物の

外壁形態に調和するもの とす ること,自 然石 ・レンガな

ど周辺の建物 と調和す る材料及び色彩 とすること,と い

った表現にとどまっている。

2)小 樽駅前及び中央通地区の景観 コン トロールの実際

小樽駅前及び中央地区は,湾 曲 した港湾 と放射状にの

びる市街地に,人 口 ・産業の集積 がすすみ,都 市部 とし

て発展 してい る地域である。小樽 の景観 を象徴する運河

とそれをとりまく歴史的建造物により,新 旧調和のとれ

た街並み形成が進 められている地域である文11)。

地区景観形成計画7項 目が示 され,具 体的方策 として,

地区景観形成基準 として,表2-11に 示す項 目が示 され

てい る文12>。

色彩 については,小 樽の他の7地 区だけでなく,調 査

を行った他の地域 と比較 して も,非 常に詳細の設定がな

されている。第一に,地 域のテーマ色が決められている。

「小樽アンバー」 と呼ばれ る小樽の街 固有の號珀色かか

った暖かみのある色を 「基準色」 として,小 樽駅及び中

央地区の建物の色 を決める際,指 針 となる色 としている。

その色は,日 本工業規格によ る標準色票で,5Y,明 度

が6～8,彩 度が1～3,の 範囲で具体的に示 されてい

る。第二に,こ のテーマ色を中心に準基準色を設定し,

基準色 と合わせて,建 物の基調色 と定 めている。準基準

色では,色 相幅を7.5YRか ら2.5Yま で と範囲を広げ,

明度 は6～8,彩 度が2～4で 示 されている。実際,基

準色だけを建物の基調色 とす るのは,色 彩を自由に指定

できない自然素材を使 う場合 には難 しい。また,色 相を

ある程度の範囲内に納めるのは,同 系類似の調和をもた

らすので効果的であるが,同 一色相のみで構成 される壁

面が続 くと,調 和す る一方で単調にもなる。色相に幅を

もたせることで,多 少の変化を許容 している。また,明

度 と彩度は,歴 史的建造物の外壁面である石材の色範囲

の合わせていると考えられる。

さらに,適 切なアクセ ン トカ ラー を配色することに

よ りコン トラス トをつけ,全 体 として落ち着きの中に

も活気のある景観形成をするとしている。

形態についても,細 かいデザイ ンの制約を行っている。

屋根については,破 風(勾 配屋根 の端部外壁の三角形を

した上部),ド ーマー(屋 根裏部屋等 を採光す るために

屋根 から突出して取 り付け られている窓)を 示 し,小 樽

の歴史的建造物 の形態を踏 まえ,デ ザインに工夫をこら

す ように示 している。開 口部にっいては,ア ーチ窓を配

するように指導 している。

広告物やサイ ンについては,必 要最低 限とし,品 位あ

る街並みにふ さわ しい形態や色彩 にす ることとしている。

色彩や形態を指定する随所 に,小 樽 の歴史的建造物を



踏まえた計画になっているのは,小 樽は景観資源が豊か

であり,デ ザインとして具体的に取 り入れやすい要素で

あったことを示 している。小樽駅前及び 中央通地区の景

観を重視 していることが,色 彩に至るまで,他 に無い詳

細な基準を設 けた と考えられ,非 常に特徴的な例である

といえよ う。

3,英 国にみる景観 コン トロールの実際

次にイギ リスの景観規制が どのよ うに行われてい るの

かを明 らかにしたい。イギ リス都市計画の特徴は,個 別

計画を都市計画が大きく規制することにあるが,こ こで

は,都 市の景観づ くりとい う観 点から,ど のような方法

が望ま しいのかにっいて議論 したい。

3.1景 観 コン トロールの方法

まずは,景 観 コン トロール がどのよ うな方法で行われ

ているのかか ら説明したい。

イギ リスにおける景観 コン トロールは,① 「デベ ロッ

プメン トプランー計画許可制度」によるもの,② 都市内

の長距離眺望の保全,③ 歴史的に価値 ある地区環境の保

全を目的 とした,保 全区域(Conservationarea)の 指定,

④歴史的に価値ある建造物 の保全を目的 とした登録建造

物保全制度(Listedbuildings)の4つ に分類 される文13)。

なかでもイギ リス都市計画の特徴 と言われているも

のが,個 別計画の開発規制を,都 市計画の基本文書であ

るデベ ロップメン トプ ランを元に行 うとい う点で,大 き

な特徴がある。 これ は,自 治体都市計画部局 とのネ ゴシ

エーシ ョンを通 して実現す るとい う点で,自 治体に大き

な裁量性が認め られている。デベロップメン トプラン自

体は,文 書 と付図で策定 され ることか ら,景 観誘導 とい

う観点では,文 書だけでの表記方法ではイ メー ジが伝わ

りにくいことか ら,多 くの 自治体では,景 観 コン トロー

ルの意味するところを,デ ベ ロップメン トプランを補完

す る こ と を 目 的 と し た ガ イ ダ ン ス(supplement

guidance)と して図 ・写真等 を用いて説明す るな どの方

法が採 られている。

1)グ ラスゴー市における都市景観

グラスゴーにおける都市景観 づくりは,こ こでは,再

開発における都市デザイ ンの在 り方 とインフィル型の都

市開発の2つ に焦点 を絞 り明 らかにしたい。

① 再開発 における景観 コン トロール

グラスゴーでは多 くの都市再開発が進め られているが,

19世 紀中頃から居住環境が問題視 された グラスゴー市

の中心市街地東側 に位置す るクラウンス トリー トの再開

発 に着 目し,都 市 のビジョンづくりと景観 コン トロール

の方法を見たい。

当該地区は低所得者が多く住む ことから,① 多くの人

が住みたい と思 う環境の確保,② 新 しい,ポ ジティブな

イメージが持てるデザイ ンにすること,③ 地域経済の再

生の支援,④ 既存コミュニテ ィと共に物理的,社 会的,

経済的に新たな開発 を誘導す ること,と い う目的を持っ

ていた文14)。

1990年 の設計競技により選 出された地区再生計画で

のデザインコンセプ トは表3-1に 示 した通 りであり,大

きな特徴 として,① 色,形 等の詳細なデザイン規制が提

示 されていないこと,② 道路計画等の大枠での都市づく

りが描かれているものの,詳 細な建築計画については,

開発時期に合わせて建築家チーム とのネ ゴシエーシ ョン

によ り定めること,③ デベ ロップメン トプランと同じく

3.2建 築物の外観コン トロール

次に,景 観コン トロールの観点か らどのよ うな点が規

制対象 となるのかについて見ると,建 物 の大きさ,形 状

は当然景観 を作 り出す大きな要素 として捉え られてきた

ものの,建 築の外観 は審査 を行 うプランナーの特定の美

的価値を押 しっけることにもつながる。 どのよ うな景観

が望 ましいかは景観 コン トロール上の大きな課題である。

そ こで,景 観 コン トロールの考え方 を,都 市再生プロジ

ェク トが多数進むグラスゴー市 と,景 観 コン トロールの

あ り方 を明確 に打ち出した ウェス トミンスター区を対象

に明 らかにしたい。

文 章 表 現 に よ る ビ ジ ョ ン の 提 示 の 多 い こ とが あ げ られ る 。

つ ま り,大 規 模 再 開発 とは い っ て も,形 態,色 彩 は 詳 細

に 規 定 され て い な い 。 これ は,マ ス ター ア ー キ テ ク トが

存 在 して,一 定 程 度 の デ ザ イ ン コ ン トロ ー ル を プ ロ ジ ェ

ク トを 通 じて で き る こ と,イ ギ リス 都 市 計 画 の 特 徴 で あ



る自治体の裁量性 により,デ ザイ ン面での規制 を最終的

に自治体ができることが,こ うした文章表現での規制 に

表れていると言えよう。

②イ ンフィル型開発 におけるデザインコン トロール

イ ギリスにおけるデザインコン トロールは前述 の通 り,

既存建物 との関係,地 区の持つ特性 を壊 さないことが大

き く影響 している。グラスゴー市は歴 史的な建物が多 く

存在することか ら,新 規建築物でのデザインコン トロー

ルは,① 地区のコンテ クス トにあわせ ること,② 既存建

物のデザインにあわせることが重視 されている。

開発 コン トロール の多 くは,計 画 申請時の都市計画局

と申請者 とのネゴシエーションの上に成 り立つが,そ の

特徴は,表3-2に 示 したように理解す ることができる。

まず,周 囲のデザインとの共存 については,歴 史的な

建物が集積する保全区域内にあっても,周 囲の建物の色,

形 に合わせていれば,必 ず しも現代建築が排除され る訳

ではないことを示 している。一方,周 囲のデザインに合

わせ,歴 史的な建物 を擬似的 に再現す る方法も一方で採

られている。この図における開発は,背 後の住宅開発が

広場中央に位置する教会に併せてデザインが決定されて

い る。 これは,自 治体内部においても現代デザインを優

先すべきか,歴 史的案街並みを再現すべきか議論 になっ

た とい う註3)。

次に,増 築タイプでは,建 築様式 と増築の関係が 自治

体内で大きな議論 となっていることがわかる。建築様式

を重視す ると,ペ ン トハ ウスを設置することはできない

ものの,建 築床面積の確保 とい う観点からニーズが高い。

そこで,最 初の事例は,隣 接する建物 との水平線の維持

を確保 してお り,二 つ 目の事例は,同 じ様式のペン トハ

ウスを設置す ること,設 置場所を壁面線よ りも後退する

ことで 目立たないように工夫 している。こ うしたことか

ら考 える と,歴 史的な建築物が集積する地区では,地 区

のイメージが持 ちやすいものの,い かに新 しいデザイン

を地 区に挿入 していくかが議論の中心になるものと理解

できる。 さらに,① 新 たなイ ンフィル型開発の判断基準

としてそれ以前の開発 を元に用いる建築活動の指導の積

み重ね と,② 周囲の建築の状況 により判断するとい う二

つの仕組みで都市景観 を創 り上げているものと理解でき

る。いずれ に しても,景 観を創出 しうる力量が自治体プ

ランナーに大 きく求められてい ること,そ れが開発活動

の活発 な都市では多い ことが景観 コン トロール と密接に

関係 しているもの と言えよう。

2)ウ ェス トミンスター区における景観 コン トロール

イギリスの開発規制は,デ ベロップメン トプランの政

策に従い,個 別ケースが審査 されるものの,審 査 自体は

計画申請者 と自治体都市計画部局 とのネゴシエーシ ョン

に基づいている。 どのよ うな点が協議 されるかは,一 定

程度明 らかなものの,最 終的な判断は個別ケースによる。

「質の高いデザイン」を求 めるとい う点では,ど こか ら

「質が高い」 と判断 されるのか,自 治体の求める良好な

デザインのあ り方はきわめて不明確である。

こ うした点 を改良す るためにも,2002年,ウ ェス ト

ミンスター区では区の考える良好な建築ガイ ドを策定 し

た。 これはあくまでも計画書の付録であるものの,自 治

体の考える良好デザイ ンを理解する上では有効であ り,

評価 されている とい う註4)。

このガイ ダンスによれば,都 市内におけるデザイ ンは,

①広域の観点でのデザインコンテクス ト,② 地域性,③

地域の文脈,④ 敷地,⑤ 建物の機能 と印象,⑥ 立面のデ

ザイン,⑦ 建築構造 と印象,⑧ サステイナ ビリティとア

クセスの しやす さ,⑨ 材料,美,工 芸,装 飾,⑩ デザイ

ン表現によ り表 されている。特 に重要な点は,そ の場所

に合 ったものを作ること,っ ま り街並みのコンテクス ト

の中でいかに新 しい建築物を造 るか とい うことであると

い う。そこに住む人々にどれだけ新たなものが受 け入れ

られ るかとい う点も大 きな課題である。地域によっては

現代建築に対する強い反発のある所 もあり,地 域のコン

テクス トを,当 該地域の中で共有 してい く必要性も高い。

つま り,イ ギ リスにおいても,① 地域コンテクス トの行

政,市 民,民 間の共有,② 質の高いデザインの共有がき

わめて重要であ り,そ のためにも,こ うしたデザイ ンガ

イダンスを作成 したものと理解できる。建築活動が活発

であるか らこそ,こ うしたデザイン規制の必要性が高ま

っているもの と考えられ よう。 さらに,こ のガイダンス

の重要性 は,文 章表現のみな らず,都 市計画部局の考 え

るウェス トミンスターにお ける望ま しい建築デザインの

写真 を貼付することで計画 申請者にわかりやす く説明す

るとい う点にある。



3.3都 市デザイン規制と支援の必要性

最後に,イ ギ リスの都市デザインコン トロール上,政

府 に 意 見 等 を 述 べ る 組 織 で あ るCommissionfor

ArchitectureandBuildEnvironment(CABE)の 取 り組 みか

ら,都 市デザイ ンコン トロールの必要性について明 らか

にしたい。

CABEに よれば,基 礎 自治体の都市計画部局の48%

のみが,有 資格 のデザイナーをスタッフに持 ち,38%の

みが有資格の建築家を抱 え,23%の みが計画審査 にデザ

イ ンの質を討議す る委員会 を持つ とい うことを指摘 して

いる文15)。つま り,イ ギリスにおいても,デ ザイ ンコン

トロールを十分に行えるスタッフを多 くの都市計画部局

が抱える訳 ではない といえる。前述 したウェス トミンス

ターにおいても,デ ザイナー,建 築家を抱えなが らも,

より質の高い建築物を都市の中で実現するために,こ う

したデザイ ン指導書を策定 してい るものの,指 導書 自体

を作成できるスタッフがいなければ,デ ザインコン トロ

ール 自体が困難なものとなる。

では,デ ザインスタッフが十分ではない ところ,並 び

に,都 市デザインに関心の薄い ところに対 してどのよう

な方法をi採るべ きであろうか。中央政府は2001年,CABE

と共に,計 画指導ガイダンスPPG3住 宅の付属ガイダン

ス として,「 質の高い住宅BetterPlacestoLive」 を発行

した文16)。これは,質 の高い住宅建設の必要性,建 築ア

クセスの在 り方,階 層混合の必要性 と近隣との関係,住

宅の レイア ウト,住 宅の周囲の空間デザイ ン,通 路,街

路空問といった項 目について望ましい形態,デ ザインの

在 り方 を文章,写 真を用いることで指導 している。 こう

した指導書 の役割 は,① 十分なデザインスタッフを持た

ない 自治体 への支援,② 都市デザインの重要性の啓蒙 と

いった意味を持っものといえる。 とりわけ建築デザイン

が 「質 の高いデザイン」だけを求めているのではなく,

いかに建物 にアクセスするか,安 全性 も踏まえた上での

デザインの在 り方を提示す るなど,都 市計画部局のみな

らず,建 築 ・都市デザインを行 う主体に対するガイ ドラ

インとしての役割 を大きく持っているもの といえる。

4.お わ りに

最後に,日 英の景観まちづ くりの比較を行 うことで,

今後の 日本の景観コン トロールの在 り方について示唆を

提示 したい。

4.1日 英の景観まちづくり規制の相違

まず,日 英のまちづ くりにみる景観規制 の相違 として

は,以 下の点があげられる。

● 英国ではデザイ ンコン トロールが計画許可判断 の一

要素 として機能 しているのに対 し,我 が国では景観条

例 によるコン トロールがある一方で,景 観規制 自体が

極 めて困難であること。

● 都市 ・建築物のデザインイ メージ,将 来のビジ ョン

が見えにくいことと関連 していること

O一 方で,小 樽市に代表 され るよ うに,一 部の 自治体

では,極 めて詳細な景観 コン トロールのための方法 を

具体的に提示 していること。 これは,英 国に比較 して

も詳細であるといえる。英国の基準が必ず しも明確に

提示 されていないのは,① 都市計画部局の裁量性が高

く認め られていること,② 慣習法 に基づく仕組み上,

必ず しも詳細化が必要ではないこと,が 理由に考えら

れる。

● 都市計画権限が英 国に比べて 目本では限 られてい る

ことか ら,我 が国では市民の理解の上に,明 確な都市

ビジョンを実現するための合意形成をする必要の高い

こと

4,2日 本の景観 コン トロールに向けて

以上を踏まえ,今 後の日本の景観 コン トロールは以下

のことを行 う必要があるもの と考える。

第一に,明確な都市 ビジ ョンを構築する必要性がある。

日本の市街地では建て替えのサイクルが早いため,英 国

に比較 して安定 した都市のイメージを持ちにくい。 しか

しなカミら,と りわけ地方都市では,自 然資源,歴 史資源

に代表 され るその都市,土 地の固有性が存在する場合 も

ある。地域資源 を中心にどのような都市デザインが望ま

しいのか,都 市のビジョンを明確に した上で,市 民の間

でコンセンサスを作 り,そ れ に基づく景観 コン トロール

を行 うことが大切である。その場合,ウ ェス トミンスタ

ー区に見 られたように,そ の都市が 目指す建築のあ り方

を写真等を用いて視覚的にま とめることが必要と考える。

第二に,景 観 コン トロール を行 う上でのガイ ドライン

は,基 準等 を明確に提示する必要がある。まちづ くり条

例は,必 ず しも全てがデザイ ンガイダンスを持つ訳では

ない。条例が罰則規定を持たない限 り,都 市計画が個別

開発デザインを強制することは困難である。従って,そ

の都市の市民 とのビジョンの共有の上に,ビ ジョンの明

確化の上に,共 有 し,そ れに基づ く色彩,形 態のガイ ド

ライ ンを提示す る必要がある。

日本 の景観 コン トロール は,景 観のイメージが見えに

くい ことから,英 国に比較 して難 しいものとなっていた。

しか し,先 進的な自治体,並 びにビジ ョンが見えやすい

自治体では既に計画づ くりが進 められ,そ れに基づき規

制が行われている。英国の方法に代表されたように,都

市計画部局のスタッフが不足 しているところに対 して,

どのような規制 の在 り方が望ま しいのか,そ れが都市づ

くりにいかに関係 していくのか,ガ イ ドラインを作 り,

提示することも併せて必要と考える。



第三に,景 観 コン トロールを行 うためには,ビ ジョン

とルール を担保す るための仕組み を作る必要がある。そ

れは,罰 則規定を持った条例づ くりや,規 制指標 を詳細

化 した地区計画等 を作 ることが必要である。

<注>

1)分析 に用いた12指 標の出典は以下の通 りである。人

口,人 口増減,老 齢人 口は,総 務省統計局 「平成12

年国勢調査」。都市計画区域,市 街化 区域面積 は,建

設省都市局 『平成11年 都市計画年報』。注:可 住地面

積は,総 土地一(林 野面積 十湖沼面積)で ある。耕地

面積は,農 林水産省 「平成12年 作物統計調査」。林野

面積,農 林水産省 『2000年 世界農 林業セ ンサス 第

1巻 都道府県別統計書(林 業編)』。就業人 口は,総

務庁統計局 「平成7年 国勢調査」。市町村財政 は,総

務省 自治財政局 「平成12年 度地方財政状況調査」(都

道府県値等は,管 内市町村の累積値)。

2)1998年 の建設省の 「市町村マスタープランの策定状

況等に関するアンケー ト調査」によれば,市 町村マス

タープランを策定 した525の 一部都市計画区域 を持つ

市町村の うち,46.9%が 都市計画区域 をこえて,土 地

利用方針を描いているとい う。

3)2002年9月 グラスゴー市へのインタビュー-as査によ

る。

4)2002年9月,ウ ェス トミンスター区へのイ ンタビュ

ー調査 による。

市 計 画 学 会,1998.11

7)国 谷 航 介:地 方 都 市 に お け る 医 療 施 設 移 転 の 実 態

と行 政 に よ る 中 心 市 街 地 へ の 影 響 評 価 に 関 す る研 究,

都 市 計 画 論 文 集No.36,pp.331-335,日 本 都 市 計 画 学

会,2001.11

8)国 土 交 通 省,平 成13年 度,土 地 白 書,

http:〃www2.tochi.mlit.gojp

9)小 樽 市:小 樽 の 歴 史 と 自然 を 生 か し た ま ち づ く り

景 観 条 例 の あ らま し

10)小 樽 市:小 樽 駅 前 及 び 中央 通 地 区 景 観 形 成 計 画 及

び 景 観 形 成 基 準 解 説

11)中 井 検 裕,西 村 幸 夫,五 本 孝 幸(西 村 幸 夫 編 「都

市 の 風 景 計 画 」):眺 望 の確 保 と保 全 計 画,学 芸 出 版

社,pp.24-25,2000.2

12)GlasgowCityCouncil:CrownStreetr停generation

Project,theStorysofar,

13)Cabe,BetterCivicBuildingsandSpaces

14)DTLR,Cabe,BetterPlacestoLive,2001
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